
 

 

 

 

 

海の京都 DMO 包括代理加盟店クレジットカード決済事業の 

取扱開始について 

平成 31 年 3 月 1 日  

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社  

 （通称：海の京都 DMO） 

 

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（通称：海の京都 DMO、社長 大同一生）

では、年々増加する外国人観光客への利便性向上を図るため、海の京都エリア内におけるキャッシュレス

決済環境の整備を積極的に進めていくこととし、この度、クレジットカード会社と提携して包括代理加盟店

クレジットカード決済事業の取り扱いを開始することといたしましたので、お知らせします。 

 

■包括代理加盟店クレジットカード決済事業の概要 

１ 事業内容 

 海の京都ＤＭＯがカード会社と包括代理加盟店契約を締結し、海の京都ＤＭＯがカード会社 

の加盟店となるとともに、海の京都エリア内の観光関連事業者でクレジットカード等のキャッシュレス 

決済を取り扱っていない事業者を店子加盟店として登録しキャッシュレス決済を行う。 

  

２ 提携カード会社 

 京都クレジットサービス株式会社（ＤＣ京都カード） 

 京銀カードサービス株式会社（ＪＣＢ京都カード） 

 三菱 UFJ ニコス株式会社 

 

３ 取扱決済種類 

   Visa、Master、銀聯、JCB、Diners、American Express 他のクレジットカード決済 

 交通系電子マネー・Ｅｄｙ他の電子マネー決済 

   （注）電子マネー決済は希望する事業者のみの取扱。 

 

４ 取扱開始日 

 平成 31 年 3 月 11 日（月） 

 ※当日午前９時から、まいづる智恵蔵において取扱開始式を行います。 

            【担当】（一社）京都府北部地域連携都市圏振興社 

（通称：海の京都DMO） 山口 

TEL   0772-68-5055／FAX   0772-68-5056 

E-mail info@uminokyoto.jp 

海の京都 DMO 

一般社団法人 京都府北部地域連携都市圏振興社 

報 道 発 表 

Kyoto by the Sea Destination Management／Marketing Organization 



【別紙】 
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海の京都ＤＭＯ 

 

カード会社 

地域本部（売り場Ａ） 

事業者（売り場Ｄ） 

事業者（売り場Ｃ） 

地域本部（売り場Ｂ） 

カード売上情報 

売上代金 

売上代金 

※事業者‥飲食業、宿泊業、物販業等の  

     海の京都エリア内の観光関連 

     事業者（地域本部の会員事業者）  

店 

子 

加 

盟 
店 


